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事
業
財
務
規
則
を
廃
止
す
る
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則
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に
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る
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成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
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青
森
県
病
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事
業
財
務
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則
を
廃
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す
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。
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則

こ
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規
則
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平
成
十
九
年
四
月
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日
か
ら
施
行
す
る
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青
森
県
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核
予
防
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
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則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村
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吾
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森
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規
則
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一
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結
核
予
防
法
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行
細
則
を
廃
止
す
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結
核
予
防
法
施
行
細
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昭
和
三
十
七
年
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月
青
森
県
規
則
第
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
二
号

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
精
神
保
健
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び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
五
年
三
月
青
森

県
規
則
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢)
及
び｣

を

｢

。
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下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

、｣

に
、

｢

条
例｣

と
い
う
。｣

を

｢

入
院
費
用
徴
収
条
例｣

と
い
う
。)

及
び
青
森
県
精
神
科
病
院
に
係
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の

報
告
の
徴
収
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢
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例｣

を
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収
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に
改
め
る
。
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( )

第
三
条
第
一
号
中

｢

第
一
号
様
式｣

を

｢

第
一
号
様
式
の
二｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
の

二
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
こ
と
が

で
き
る
病
院

(

以
下

｢

特
定
病
院｣

と
い
う
。)

の
認
定
の
申
請

特
定
病
院
認
定
申
請
書

(

第
一
号
様
式)

第
三
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中

｢

同
条
第
四
項｣

を

｢

同
条
第
七
項｣

に
改
め
、
同
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

法
第
三
十
三
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

届
出

特
定
医
師
に
よ
る
医
療
保
護
入
院
者
入
院
届
出
書

(

第
五
号
様
式
の
二)

第
三
条
第
七
号
中

｢

第
三
十
三
条
の
四
第
二
項｣

を

｢

第
三
十
三
条
の
四
第
一
項｣

に
、

｢

応
急

入
院
の｣

を

｢

措
置
に
係
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
、

｢

第
七
号
様
式｣

を

｢

第
七
号
様

式
の
二｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
の
二
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

法
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
病
院

(

以
下

｢

応
急
入
院
指
定
病
院｣

と
い
う
。)

の
指
定
の
申
請

特
例
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
応
急
入
院
指
定
病
院
指
定
申
請
書

(

第
七
号
様
式)

第
三
条
第
八
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
三

法
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
届
出

特
定
医
師
に
よ
る
応
急
入
院
届
出
書

(

第
七
号
様
式
の
三)

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
一
号
及
び
第
七
号
の
申
請
は
、
特
定
医
師
実
務
経
験
証
明
書

(

第
十
号
様
式
の
二)

を

添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

特
定
病
院
認
定
書
の
交
付)

第
三
条
の
二

知
事
は
、
特
定
病
院
を
認
定
す
る
と
き
は
、
当
該
特
定
病
院
の
管
理
者
に
対
し
、
特

定
病
院
認
定
書

(

第
十
号
様
式
の
三)

に
特
定
医
師
一
覧
表

(

第
十
号
様
式
の
四)

を
添
付
し
て

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

特
定
医
師
に
係
る
変
更
の
届
出)

第
三
条
の
三

前
条
の
特
定
医
師
一
覧
表
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
特
定
病
院
の
管

理
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
に
特
定
医
師
実
務
経
験
証
明
書

(

第
十
号
様
式
の
二)

及

び
特
定
医
師
一
覧
表

(

第
十
号
様
式
の
四)

を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
中

｢

精
神
病
院｣

を

｢

精
神
科
病
院｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
条
中

｢

条
例｣

を

｢

入
院
費
用
徴
収
条
例｣

に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

特
例
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
応
急
入
院
指
定
病
院
指
定
書
の
交
付)

第
十
条
の
二

知
事
は
、
応
急
入
院
指
定
病
院
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
応
急
入
院
指
定
病
院
の

管
理
者
に
対
し
、
特
例
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
応
急
入
院
指
定
病
院
指
定
書

(

第
十
八
号
様

式
の
二)

に
特
定
医
師
一
覧
表

(

第
十
号
様
式
の
四)

を
添
付
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

特
定
医
師
に
係
る
変
更
の
届
出)

第
十
条
の
三

第
三
条
の
三
の
規
定
は
、
前
条
の
特
定
医
師
一
覧
表
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

任
意
入
院
者
に
係
る
報
告
書
の
提
出)

第
十
条
の
四

任
意
入
院
者
報
告
徴
収
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
か
ら
報
告
を
求
め
ら
れ
た

精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
、
任

意
入
院
者
の
定
期
症
状
等
報
告
書

(

第
十
八
号
様
式
の
三)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

省
令
第
二
十
条
の
四
第
一
号
に
該
当
す
る
者

(

以
下

｢

長
期
入
院
者｣

と
い
う
。)

に
係
る

報
告

当
該
長
期
入
院
者
の
入
院
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
を
初
月
と
す
る
同
月
以
後
の
十
二

月
ご
と
の
各
月

(

以
下

｢

報
告
月｣

と
い
う
。)

の
初
日
か
ら
末
日

(

報
告
月
中
に
、
当
該
報

告
を
求
め
ら
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
満
了
日)

ま
で
の
期
間

二

省
令
第
二
十
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
者

(

以
下

｢

行
動
等
の
制
限
を
受
け
た
者｣

と
い

う
。)

に
係
る
報
告

当
該
行
動
等
の
制
限
を
受
け
た
者
の
入
院
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
を
経
過
す
る
日

(

以
下

｢

報
告
基
準
日｣

と
い
う
。)

か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
入
院
者
が
報
告
月
前
に
退
院
し
た
と
き
及
び
行
動
等
の
制

限
を
受
け
た
者
が
報
告
基
準
日
前
に
退
院
し
た
と
き
は
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
こ
れ
ら
の

者
に
係
る
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
中

｢

精
神
病
院｣

を

｢

精
神
科
病
院｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢

精
神
病
院｣

を

｢

精
神
科
病
院｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢
精
神
病
院｣

を｢

精
神
科
病
院｣

に
改
め
、｢

又
は
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を
削
る
。

第
一
号
様
式
を
削
り
、
第
二
号
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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( )

第
二
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )

第
六
号
様
式
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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( )

第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )

234
2

5

第
八
号
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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( )

第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )

第
十
一
号
様
式
の
前
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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( )

第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )
｢地

域
県

民
局

長

第
十
四
号
様
式
中

�

を

｢地
域
県
民
局
長

�
｣

に
、

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長

｣

｢入
院
は
､
【
｣

を｢入
院
は
､
【
①
｣

に
、｢措

置
入
院
､
｣

を｢措
置
入
院
､
②
｣

に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
十
七
号
様
式
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
十
八
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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氏
名

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

(男
・
女
)

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

(男
・
女
)

措
置
入
院
年
月
日

扶
養

義
務

者

措
置

入
院

者

年
月

日

住
所

氏
名

住
所

氏
名

(男
・
女
)
生
年
月
日

年
月
日

措
置
入
院
年
月
日

扶
養
義
務
者

措
置
入
院
者

住
所

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

住
所

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

年
月

日

(男
・
女
)
生
年
月
日

年
月
日

(満
歳
)
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( )

第
十
九
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
十
一
号
様
式
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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氏
名

(男
・
女
)

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

(男
・
女
)

氏
名

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

 
 
 



( )

第
二
十
三
号
様
式
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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氏
名

(男
・
女
)

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

(男
・
女
)

 
 
 



( )

第
二
十
五
号
様
式
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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氏
名

(男
・
女
)

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

(男
・
女
)



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｢地
域

県
民

局
長

第
二
十
七
号
様
式
中

�

を

｢地
域
県
民
局
長

�
｣

に

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長

｣
改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
立
中
央
病
院
放
射
線
障
害
予
防
規
程
等
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
立
中
央
病
院
放
射
線
障
害
予
防
規
程
等
を
廃
止
す
る
訓
令

次
に
掲
げ
る
訓
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

青
森
県
立
中
央
病
院
放
射
線
障
害
予
防
規
程

(

昭
和
五
十
五
年
十
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十

七
号)

二

青
森
県
病
院
事
業
職
員
被
服
貸
与
規
程

(

昭
和
三
十
一
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号)

三

青
森
県
病
院
事
業
職
員
外
国
旅
行
規
程(

昭
和
三
十
四
年
六
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
二
号)

四

青
森
県
病
院
事
業
会
計
予
算
科
目
分
類
表

(

昭
和
四
十
九
年
十
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十

八
号)附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

昭
和
五
十
年
四
月
二
十
四
日
青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

(

青
森
県
病
院
事
業
の
業
務
に
係
る

公
金
の
出
納
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
う
金
融
機
関
の
指
定)

は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、

廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
。｣

を

｢

感
染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。｣

に
、

｢

第
五
十
五

条｣

を

｢

第
五
十
八
条
の
三｣

に
、

｢

第
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項｣

に
、

｢
第
五
十
六
条｣

を

｢

第
六
十
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

第
五
十
五
条｣

を

｢

第
五
十
八
条
の
三｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

又
は
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
補
助
金
は
、
改
正

後
の
青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
補
助
金
と
み
な
す
。
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